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第１章	 こどもの権利の尊重と自分らしい育ち・暮らしの確保

全てのこども・若者を権利の主体として認識し、意見を表明することができ、ともに政策を進

めていくための仕組みを構築します。また、多様な価値観に出会い、人格と個性を尊重し合いな

がら、自分らしく生き、暮らしていくことができるための社会環境づくりを推進します。

基本施策

１-１　こども・若者の権利に関する普及啓発

１-２　こども・若者が意見を表明する機会の確保

１-３　多様性を尊重する社会環境づくりの推進

目標指標

指標
基準値
(Ｒ６)

目標値
(Ｒ11)

１
こどもの意見表明権について知っているこども・若者の割合
（15〜39歳）

35.4％ 50％以上

２
こども・若者の意見が尊重されていると思う人の割合（15〜
39歳）

49.3％ 60％以上

【出典】「深谷市こども・若者意識調査集計報告書（Ｒ６）」
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１-１	 こども・若者の権利に関する普及啓発

■現状と課題

全ての国民に基本的人権を保障する日本国憲法の下、こどもの権利条約やこども基本法にのっ

とり、こどもの権利について、改めて社会全体で共有することが重要です。

こども・若者意識調査の結果をみると、こどもの意見表明権について「知っている」と回答し

た人は３割半ばとなっています。

市では、小中学校において、児童生徒や保護者を対象とした人権講話や人権教室を開催する

など、人権教育に取り組んでいます。引き続き人権教育を推進するとともに、人権に対する意識

醸成を図りつつ、当事者をはじめ、幅広い世代において、こども・若者が持つ権利について認識

することができる機会の充実を図っていく必要があります。

■目指す姿

○こども・若者をはじめ、幅広い世代の多くの人が、様々な機会・媒体を通じて、こども・

若者がもつ権利についての認識を深めている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

学校人権教育推進
事業

・�市内市立小中学校における人権教育推進のため、教職員を
対象とした研修会を実施、また各種研究会に参加すること
により、人権意識の向上を目指します。

学校教育課

人権教育・啓発推
進事業

・�人権に関する教育・啓発を行うために、人権教育専門員を
置き、公民館、自治会、学校等における研修会の実施を促
進・支援します。
・�人権セミナーの開催や、人権教育啓発誌を作成し周知啓発
を図ります。
・人権啓発品を作成し、イベント等で配布します。

人権政策課

人権相談事業 ・�法務大臣の委嘱を受けている人権擁護委員が、市民の基本
的人権を擁護するとともに、人権尊重思想の普及、高揚を
図るため、定期的な人権相談や小・中学校での人権教室、
街頭啓発等を行います。

人権政策課

こどもの権利啓発
活動

・�こどもの権利や児童虐待防止に関するポスターやパンフ
レットなどを活用した啓発活動を実施します。
・�オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンなどの機
会に、児童虐待防止の意識を高めるため、オレンジリボン
運動を実施します。

こども青少年課
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１-２	 こども・若者が意見を表明する機会の確保

■現状と課題

生まれながらに権利の主体であり、こども施策の当事者であるこども・若者が、自らの意見を

形成し、その意見を表明することや、社会に参画することが、社会への影響力を発揮し、また、

こども・若者の最善の利益の実現につながります。

こども・若者意識調査では、こども・若者の意見が行政に反映されていると思う人は３割弱と

低くなっています。また、市に対して当事者の意見を言いやすくするためには、「匿名で伝える

ことができる」ことや「伝えた意見がどのように扱われているかがわかる」こと、「伝えたい内

容をうまく引き出してくれる役割の人がいる」ことが上位にきています。

様々な機会を通じてこども・若者の意見を聴取し、施策・事業に反映させる仕組みの構築を図

るとともに、こども・若者が自らの意見を持つことができ、うまく表明できるための支援をして

いくことも必要です。

■目指す姿

○全てのこども・若者が自らの意見を持ち、それを表明することができている。

○行政をはじめ、家庭や学校、職場、地域など、様々な場面において、こども・若者の意見

が尊重され、取組に反映されている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

子ども議会の開催 ・�深谷市の将来を担うこどもたちがまちづくりについて考
え、意見を発表する体験を通して行政や議会の仕組みを学
び理解を深めるとともに、こどもたちの純粋な意見を市政
運営の参考とします。

秘書課

中学生との市長対
話会の開催

・�市長が市内の中学校11校（私立中学校１校を含む）で中
学生と直接対話を行い、深谷市の将来を担うこどもたちか
ら、まちづくりへの意見や提言を出してもらい、その意見
を未来の深谷市のまちづくりに反映させます。

秘書課

二十歳を祝う会実
行委員との市長対
話会の開催

・�市長が年度内に二十歳を迎えるかたと直接対話を行い、深
谷市の将来を担う若年層から、まちづくりへの意見や提言
を出してもらい、その意見を未来の深谷市のまちづくりに
反映させます。

秘書課

こども施策に対す
るこどもの意見の
尊重

・�こども・若者に関する施策について、こども・若者の意見
が反映される仕組みづくりを推進します。計画策定や事業
の実施に対しこども・若者が参加できるよう取組みを進め
ていきます。
・�（仮称）こども館など、こどもに関する施設の運営について、
こどもが意見を表明し、運営に参加できる機会を確保します。

こども青少年課
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事業名 事業概要 担当課

青少年健全育成深
谷市民大会の開催

・�青少年が自分自身を見つめ直し、また、自らを表現する能
力を養う機会とするとともに、青少年健全育成市民活動の
一層の活性化を促すため、中学生が自らの考えを主張する
「中学生の主張」の発表・表彰、深谷市子どもサポート市
民会議で募集した「３つの運動標語コンクール」「家庭の
日ポスターコンクール」の表彰等を行う「青少年健全育成
深谷市民大会」を、市・教育委員会・子どもサポート市民
会議の共催で開催します。

こども青少年課
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１-３	 多様性を尊重する社会環境づくりの推進

■現状と課題

こども・若者がもつ権利が守られるためには、性別や国籍等にかかわらず、一人ひとりの権利

が尊重され、個性や能力が発揮できる社会環境づくりが重要です。

市では、「深谷市男女共同参画プラン」を策定し、あらゆる分野における多様性の尊重及び男

女共同参画の推進に取り組んでいるほか、国際理解教育や多文化共生社会に向けた取組を推進し

ています。

今後も、学校教育や生涯学習等を通じて、多様性に対する理解、自他の人権を尊重する取組を

推進するとともに、性的マイノリティや外国籍のこども・若者へのきめ細かな対応など、社会全

体で多様性を理解し、尊重することができるための環境整備を進めていく必要があります。

■目指す姿

○こども・若者が性別や国籍等によって偏見や差別されることなく、その個性が尊重され、

能力を発揮している。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

男女共同参画推進
事業

・�社会生活における男女共同参画に向けた意識啓発のため、
全ての市民を対象に、情報の発信や、講座の開催など啓発
事業を実施し、男女共同参画社会の形成を促進します。

人権政策課

人権教育・啓発推
進事業（性の多様
性に関すること）

・�性の多様性について周知・啓発するとともに、パートナー
シップ宣誓制度の充実を図ります。

人権政策課

国際化教育推進事
業

・�市内全幼稚園小中学校に英語指導助手を派遣することで、
国際理解教育の推進を目指します。
・�日本語指導員を小・中学校へ派遣し、日本語指導が必要な
外国籍児童生徒等への指導を行います。

学校教育課
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第２章	 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の充実

安心・安全な妊娠・出産のための支援の充実を図るとともに、子育て家庭が抱える不安や悩み

に寄り添い、子育てにかかる過度な負担や孤立感を抱くことなくこどもに向き合うことができる

よう、切れ目のない包括的な支援の充実を図ります。

基本施策

２-１　妊娠・出産支援の充実

２-２　医療提供体制の充実

２-３　ニーズに応じた子育て支援の充実

２-４　共働き・共育ての支援

２-５　ひとり親家庭への支援の充実

２-６　子育て家庭の孤独・孤立の防止

２-７　包括的な相談支援体制の構築・強化

２-８　子育てや教育にかかる経済的支援

２-９　子育て家庭にやさしい地域社会づくり

目標指標

指標
基準値
(Ｒ６)

目標値
(Ｒ11)

１ 深谷市が子育てしやすい環境だと思う人の割合
就学前児童保護者 82.3％ 85％以上

小学生保護者 65.8％ 70％以上

２
子育ての心配ごとや不安なことを相談できる人
がいない人の割合

就学前児童保護者 1.6％
現状以下

小学生保護者 2.1％

３
子育てにとても負担を感じているひとり親世帯
の割合

就学前児童保護者 11.5％
現状以下

小学生保護者 7.6％

４
社会から取り残されている気がしたり、孤独を
感じることがある人の割合

就学前児童保護者 8.5％
現状以下

小学生保護者 6.1％

【出典】�「第３期深谷市子ども・子育て支援事業計画策定のための子ども・子育て支援に関するアンケート調査集計報告書
（Ｒ６）」
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２-１	 妊娠・出産支援の充実

■現状と課題

安全に安心して妊娠・出産することができるためには、特定妊婦等を含む当事者が必要として

いる支援に確実につなげることができるよう、切れ目のない支援体制を構築することが重要です。

市では、令和６年４月に「こども家庭センター」を設置し、安心して妊娠期から子育て期まで

過ごせるための相談支援を行っているほか、各種母子保健事業を通じて安全・安心な妊娠・出産

支援を行っています。

今後も、関係機関との連携を強化しながら、一人ひとりに寄り添ったきめ細かな支援の充実を

図るとともに、不妊症・不育症に対する支援や予期せぬ妊娠等に悩む若年妊婦等への必要な支援

に取り組んでいく必要があります。

■目指す姿

○全ての妊婦が切れ目のない支援体制を通じて、安全・安心な妊娠・出産ができている。

○妊産婦が抱える不安な気持ちや悩みに寄り添った相談支援を受けることができている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

こども家庭セン
ターの運営

・�母子保健と児童福祉に関する相談や支援を一体的に実施す
るため、こども家庭センターにおいて、全ての妊産婦や子
育て世帯、こどもに対して切れ目のない支援を実施します。

こども青少年課
保健センター

０歳児子育て支援
金支給事業

・�出産祝いとして、また、出産後間もない児童を抱える子育
て世帯をサポートするため、０歳児一人に対して子育て支
援金を支給します。

こども青少年課

伴走型相談支援
（妊婦等包括相談
支援事業）

・�妊娠届出時、妊娠６か月時の支援レターや妊娠８か月時の
電話支援及び新生児訪問の機会を活用し、情報提供や相談
対応等を行うとともに必要な支援につないでいきます。

保健センター
こども青少年課

妊婦のための支援
給付

・�妊娠や出産、子育てに関わる家庭の負担を軽減するため、
経済的支援を伴走型相談支援と一体的に実施します。

保健センター
こども青少年課

妊産婦健康診査の
助成

・�安心して妊娠期を過ごし、安全な出産ができるよう支援す
るため、妊娠届を提出したかたに妊婦健康診査助成券を交
付します。
・�産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、産後
間もない時期の産婦に対する産婦健康診査の費用を助成し
ます。

保健センター

新生児聴覚スク
リーニング検査費
の助成

・�新生児の聴覚障害を早期に発見しこどもの健やかな成長を
支援するため、妊娠届を提出したかたに助成券を交付しま
す。

保健センター
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事業名 事業概要 担当課

マタニティ教室 ・�妊娠や出産、育児に関する基礎知識を学び、安心して出産
し子育てが始められるよう、妊婦とその家族を対象に、保
健師や助産師によるマタニティ教室を実施します。

保健センター

低所得妊婦に対す
る初回産科受診料
の助成

・�低所得世帯の妊婦の経済的負担を軽減するとともに継続的
な支援につなげるため、住民税非課税世帯等の妊婦を対象
に妊娠判定をする初回の産科受診料を助成します。

保健センター

未熟児養育事業 ・�医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療の給付
を行うとともに、訪問指導等を通じて、未熟児の健やかな
成長と保護者への育児支援を行います。

保健センター

乳幼児健康診査 ・�乳幼児の健康の保持増進を図るため、４か月児、１歳６か
月児、３歳児について小児科医や歯科医師等による健康診
査を行います。また、健診時に保健師等による育児や栄養
に関する個別相談を実施します。

保健センター

発育発達相談 ・�こどもの発育、発達、ことばなどに不安がある保護者を対
象に小児科医師、理学療法士、言語聴覚士、公認心理師が
個別に相談を行います。

保健センター

ハッピーエンゼル
支援事業

・�こどもを望む夫婦に対し、早期不妊検査、不育症検査及び
早期不妊治療に係る費用に対する補助を行います。

保健センター

産後ケア事業 ・�産後の母子の心身の健康を支え、育児の不安を軽減するた
め、産婦の身体的回復を支援するケア、授乳指導や育児相
談等を実施します。

保健センター

出産育児一時金 ・�深谷市国民健康保険被保険者が出産した際に、一時金を支
給します。

保険年金課

産前産後期間相当
分の国民健康保険
税の軽減制度

・�出産する深谷市国民健康保険被保険者に係る産前産後期間
相当分の国民健康保険税を軽減します。

保険年金課
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２-２	 医療提供体制の充実

■現状と課題

子ども・子育て支援に関するニーズ調査では、充実してほしい子育て支援として「安心して子

どもが医療機関にかかれる体制の整備」が、力を入れるべき取組として「子どもや若者への切れ

目のない保健・医療の提供」が上位にきており、医療提供体制の充実が求められています。

市では、近隣市町及び関係機関と連携し、救急医療、小児医療体制の確保に取り組んでいます

が、子ども・子育て支援に関するニーズ調査の結果をみると、安心してこどもが医療機関にかか

れる体制の整備に対して不満を感じている人の割合が比較的高くなっています。

全国的な小児科医不足の中、県や近隣自治体、医療機関等と連携しながら、より安心して医療

機関にかかれる体制をいかに確保していくかが課題となっています。

■目指す姿

○こどもが安心して医療機関にかかることができていると感じる人が増えている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

救急医療体制整備
事務

・�深谷市の救急医療体制を充実させるため、初期救急医療体
制として休日診療所・こども夜間診療所、当番医による在
宅診療を開設し、第二次救急医療体制として祝休日、夜間
に入院が必要な重篤の救急患者が医療を受けられる体制を
確保します。
・�第三次救急医療を担う救命救急センターの運営の安定化を
図るため、関係市町とともに深谷赤十字病院に補助金を交
付します。

保健センター

地域医療推進事業 ・�医師会及び歯科医師会に対する活動の補助、小児救急法セ
ミナーの開催、骨髄移植ドナーの支援等を実施することに
より、地域医療の推進を図ります。

保健センター
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２-３	 ニーズに応じた子育て支援の充実

■現状と課題

価値観の多様化や核家族化、近隣関係の希薄化など、子育て家庭を取り巻く環境が変化してお

り、子育て支援に対するニーズも多様化しています。関係団体等アンケート調査の結果をみると、

子育て家庭の悩みや困りごと、子育ての負担感が「増えた」とする団体が多く、その背景として

「価値観の変化・多様化」や「コミュニティ・近隣関係の希薄化」、「家族構成や家庭環境の変化」

があげられています。

市では、保育ニーズの多様化に対応するため、延長保育や一時預かり、病後児保育を実施して

いるほか、未就園児の親子の子育て支援拠点として「子育て支援センター」を運営しています。

また、地域住民による相互援助活動として「ファミリー・サポート・センター事業」を行い、

きめ細かな支援ニーズに対応しています。

引き続き、多様化する保育ニーズに対応できる提供体制を確保するとともに、地域ぐるみで子

育て家庭を支え合う体制のさらなる充実を図っていく必要があります。

■目指す姿

○きめ細かな子育て支援を受けることができている子育て家庭が増えている。

○地域ぐるみでこどもを育て、子育て家庭を支える気運が醸成され、地域住民による子育て

支援が活発に行われている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

子育て支援推進事
業（ファミリー・
サポート・セン
ター事業）

・�子育ての手助けをして欲しい人（依頼会員）と子育ての応
援をしたい人（協力会員）が会員となり、送迎やこどもの
預かり等、会員同士で子育てに関する相互援助活動を実施
する「ファミリー・サポート・センター事業」を行います。

こども青少年課

子育て支援推進事
業（緊急サポート
事業）

・�ファミリー・サポート・センター事業では対応できない急
な預かりや送迎、病児・病後児の預かりなどの支援を行い
ます。

こども青少年課

子育て短期支援事
業

・�保護者が出産、疾病などの理由で、一時的に養育が困難な
場合に、施設において泊りがけでこどもを預かります。

こども青少年課

公立保育施設運営
事業

・�公立保育施設の安全性を確保し、安定的な保育環境を提供
するため、施設や設備の修繕、備品購入、臨時保育士の雇
用などを行います。

保育課

私立保育施設運営
事業

・�教育・保育施設に対して国及び県の負担制度に基づく給付
費（委託料）を支弁し、各種保育事業実施に係る補助金を
交付することにより、教育・保育施設の安定化並びに保育
の質の確保を図ります。

保育課
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事業名 事業概要 担当課

公立学童保育室運
営事業

・�保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校児童の放課
後の健全育成を図るため、公立学童保育室の入室、支援員
の雇用や賃金の改善、施設の整備や維持管理を行うととも
に、指定管理者による運営を管理し、放課後児童の安全安
心な保育の場を確保します。

保育課

私立学童保育室運
営事業

・�保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校児童の放課
後の健全育成を図るため、私立学童クラブの運営に係る委
託料及び土地・建物の賃借料や支援員の賃金改善・送迎支
援等に対する補助金を交付することにより、放課後児童の
安全安心な保育の場を確保します。

保育課

一時預かり事業 ・�家庭において保育を受けることが一時的に困難になった乳
幼児について、保育所・認定こども園・小規模保育室等で
一時的に預かり、必要な保育を行います。

保育課

延長保育事業 ・�保育所や認定こども園・小規模保育室等において、通常の
開所時間を延長し、保育を行います。

保育課

病後児保育事業 ・�病気などの回復期にあり、家庭での保育が困難なこどもを
専用スペース等で看護師等が一時的に保育します。

保育課

こども誰でも通園
制度

・�保育所等において、乳児又は幼児であって満３歳未満のこ
ども（保育所に入所しているもの等を除く。）に適切な遊
び及び生活の場を与えるとともに、保護者との面談や子育
てについての情報の提供、助言等を行います。

保育課

地域子育て支援拠
点事業・子育て支
援センター運営事
業

・�乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所として子育
て支援センターを開設し、子育てについての相談、情報の
提供、助言など子育て支援事業を実施することにより、育
児不安・悩みなどの解消につなげます。

保育課
教育総務課
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２-４	 共働き・共育ての支援

■現状と課題

女性の労働力率の上昇に伴い、共働き家庭が増えてきている中、子ども・子育て支援に関する

ニーズ調査の結果をみると、子育てを主に父母ともに行っている人の割合や育児休業を取得した

父親の割合が大きく増加しており、父母が協力して育児にあたっている家庭が増えている状況が

うかがえます。

市では、保育ニーズの拡大に対応できるよう保育所定員の確保に努めています。また、男女共

同参画社会の実現に向けた取組を通じて、固定的な性別役割分担意識の解消や働き方の見直し等

を促進しています。

今後も、多様な保育事業の充実を図ることで、仕事と子育ての両立を支援していくとともに、

男性の家事・育児のさらなる促進や柔軟な働き方ができる就労環境づくりを進めることで、共育

てを促進していく必要があります。

■目指す姿

○こどもが生まれても、各種制度の活用や職場の理解・協力により働き続けることができ、

夫婦が協力して家事や育児をしている子育て家庭が増えている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

男女共同参画推進
事業（再掲）

・�社会生活における男女共同参画に向けた意識啓発のため、
全ての市民を対象に、情報の発信や、講座の開催など啓発
事業を実施し、男女共同参画社会の形成を促進します。

人権政策課

子育て支援推進事
業（ファミリー・
サポート・セン
ター事業）（再掲）

・�子育ての手助けをして欲しい人（依頼会員）と子育ての応
援をしたい人（協力会員）が会員となり、送迎やこどもの
預かり等、会員同士で子育てに関する相互援助活動を実施
する「ファミリー・サポート・センター事業」を行います。

こども青少年課

子育て支援推進事
業（緊急サポート
事業）（再掲）

・�ファミリー・サポート・センター事業では対応できない急
な預かりや送迎、病児・病後児の預かりなどの支援を行い
ます。

こども青少年課

子育て短期支援事
業（再掲）

・�保護者が出産、疾病などの理由で、一時的に養育が困難な
場合に、施設において泊りがけでこどもを預かります。

こども青少年課

公立保育施設運営
事業（再掲）

・�公立保育施設の安全性を確保し、安定的な保育環境を提供
するため、施設や設備の修繕、備品購入、臨時保育士の雇
用などを行います。

保育課
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事業名 事業概要 担当課

私立保育施設運営
事業（再掲）

・�教育・保育施設に対して国及び県の負担制度に基づく給付
費（委託料）を支弁し、各種保育事業実施に係る補助金を
交付することにより、教育・保育施設の安定化並びに保育
の質の確保を図ります。

保育課

公立学童保育室運
営事業（再掲）

・�保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校児童の放課
後の健全育成を図るため、公立学童保育室の入室、支援員
の雇用や賃金の改善、施設の整備や維持管理を行うととも
に、指定管理者による運営を管理し、放課後児童の安全安
心な保育の場を確保します。

保育課

私立学童保育室運
営事業（再掲）

・�保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校児童の放課
後の健全育成を図るため、私立学童クラブの運営に係る委
託料及び土地・建物の賃借料や支援員の賃金改善・送迎支
援等に対する補助金を交付することにより、放課後児童の
安全安心な保育の場を確保します。

保育課

一時預かり事業
（再掲）

・�家庭において保育を受けることが一時的に困難になった乳
幼児について、保育所・認定こども園・小規模保育室等で
一時的に預かり、必要な保育を行います。

保育課

延長保育事業（再
掲）

・�保育所や認定こども園・小規模保育室等において、通常の
開所時間を延長し、保育を行います。

保育課

病後児保育事業
（再掲）

・�病気などの回復期にあり、家庭での保育が困難なこどもを
専用スペース等で看護師等が一時的に保育します。

保育課
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２-５	 ひとり親家庭への支援の充実

■現状と課題

少子化に伴ってこどもがいる世帯は減少していますが、母子世帯、父子世帯は増加しています。

ひとり親家庭は、経済的に困難な状況に置かれている家庭が多く、また、仕事と子育てを一手に

担わざるを得ないため、「時間の貧困」にも陥りやすいと言われています。子ども・子育て支援

に関するニーズ調査の結果でも、ひとり親家庭ではふたり親家庭に比べて、子育てにとても負担

を感じている人の割合が高く、育児にかかる経済的負担が大きいと回答している人の割合が高く

なっています。

市では、ひとり親家庭への支援として、各種手当の支給や医療にかかる費用の一部助成等を

行っているほか、経済的自立に向けた訓練等にかかる受講料の一部を助成しています。

引き続き、各種制度に基づく経済的支援を行うとともに、必要な支援につなぐことができる

ひとり親家庭に寄り添った相談支援を行うことが必要です。

■目指す姿

○ひとり親家庭が、経済的に自立し、こどもとの時間や自分の時間も大切にしながら、大き

な負担を感じることなく、楽しく子育てをすることができている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

母子家庭等自立支
援事業

・�母子家庭の母や父子家庭の父を対象に、職業能力の開発の
ための講座を受講したとき受講料の一部を自立支援教育訓
練給付金として助成します。
・�母子家庭の母や父子家庭の父を対象に、看護師等の資格を
取得するための養成機関で修業中の一定期間、高等職業訓
練促進給付金を支給します。

こども青少年課

ひとり親家庭等医
療費支給事業

・�ひとり親家庭等の児童及びその父か母又は養育者を対象と
して、医療保険で受診した医療費の一部を支給します。

こども青少年課

児童扶養手当支給
事業

・�父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない
児童が養育される家庭（ひとり親家庭）等に手当を支給し
ます。

こども青少年課

交通等遺児福祉事
業

・�交通事故や疾病等により遺児となった義務教育修了前の児
童を養育している保護者を対象に手当を支給します。

こども青少年課

ふっかちゃん交通
等遺児就学支度金
給付事業

・�不慮の事故等により、遺児となった児童が小・中学校へ入
学する際の経済的負担を軽減するため、就学支度金を支給
します。

こども青少年課
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事業名 事業概要 担当課

児童入所施設措置
事業

・�母子家庭等の自立支援を目指すため、配偶者のいない女性
とその監護すべきこどもを母子生活支援施設に入所させ保
護するとともに、生活を支援します。

こども青少年課

ひとり親家庭等に
対するファミリー・
サポート・セン
ター、緊急サポー
トの利用料の助成

・�ひとり親家庭等にファミリー・サポート・センター事業及
び緊急サポート事業を利用した際の利用料の半額を支給し
ます。

こども青少年課

養育費個別相談会
の実施

・�離婚の際の養育費や面会交流についての取決めについて、
専門的知識を持つ講師等に相談する機会を設けることで、
ひとり親世帯の支援を行います。

こども青少年課

福祉総合相談事業 ・�福祉に関する多様で複合的な問題について、相談内容に応
じて必要な情報提供を行うとともに、担当窓口につなげる
支援を行い、その後も生活が安定するまでの継続的な見守
り支援を行います。

福祉政策課

58



２-６	 子育て家庭の孤独・孤立の防止

■現状と課題

核家族化や近隣関係の希薄化等により、祖父母や近隣の人から子育てに関する助言や支援、協

力を受けることが難しい状況となっています。子ども・子育て支援に関するニーズ調査では、子

育てにとても負担を感じている人は、そうでない人に比べて、家族の理解・協力を得られないこ

とや孤独を感じている割合が高くなっています。孤立した子育て家庭は、精神的な負担が大きい

ことに加え、抱えている課題が見えにくく、必要な支援につながりにくい状況にあります。

市では、こども家庭センターにおいて、保健師等の専門職による妊産婦への訪問など継続的な

包括的支援を実施しているほか、子育て支援センター等においても、育児に対する相談支援を行っ

ています。

今後も、妊娠期からの様々な機会を通じた寄り添った支援を行い、継続的な関わりを持つとと

もに、子育て家庭同士の交流機会の拡充や地域活動への参加促進など、地域とのつながりを創出

していくことが必要です。

■目指す姿

○子育て家庭が孤立せず、孤独感を感じることなく、地域とのつながりや子育て家庭同士の

交流等を保ち、困りごとや不安について共有しながら、支え合って子育てしている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

こども家庭セン
ターの運営（再掲）

・�母子保健と児童福祉に関する相談や支援を一体的に実施す
るため、こども家庭センターにおいて、全ての妊産婦や子
育て世帯、こどもに対して切れ目のない支援を実施します。

こども青少年課
保健センター

家庭児童相談事業 ・�こどもの養育について不安や悩みの軽減を図るために、家
庭児童相談員が来所や電話及び訪問等による相談に対し適
切な助言や指導などを行います。

こども青少年課

ふかやきずな
LINEの配信

・�深谷市LINE公式アカウントを活用し妊娠期、子育て期と
それぞれの時期に応じた情報を、LINEを通じて配信しま
す。
・�妊娠週数やこどもの月齢に合わせて情報発信し、子育て中
の不安感や孤立感の解消に努めます。

こども青少年課

乳幼児全戸訪問事
業

・�生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し、子育て支援に
関する情報提供や養育環境等の把握を行います。
・�出生児の全数訪問を実施し、出産後早期に居宅において子
育てに対する相談を受け、必要な情報提供を行うとともに、
支援が必要な家庭に対しては適切なサービスにつなげま
す。

こども青少年課
保健センター
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事業名 事業概要 担当課

養育支援訪問事業 ・�育児ストレスや子育てに対し不安や孤立感などを抱える家
庭や様々な原因で養育支援が必要な家庭を対象として、保
健師等の訪問により、具体的な養育に関する指導助言など
を実施し、養育上の諸問題の解決、軽減を図ります。

こども青少年課

４歳、５歳児未就
園児家庭訪問事業

・�保健師等の専門職が４歳、５歳児の未就園児家庭を訪問し、
全ての子育て家庭に相談窓口がある環境を作ることで、子
育てで孤立することがないよう必要な支援につなげていき
ます。

こども青少年課

地域子育て支援拠
点事業・子育て支
援センター運営事
業（再掲）

・�乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所として子育
て支援センターを開設し、子育てについての相談、情報の
提供、助言など子育て支援事業を実施することにより、育
児不安・悩みなどの解消につなげます。

保育課
教育総務課

伴走型相談支援
（妊婦等包括相談
支援事業）（再掲）

・�妊娠届出時や妊娠６か月時の支援レター、妊娠８か月時の
電話支援及び新生児訪問の機会を活用し、情報提供や相談
対応等を行うとともに必要な支援につないでいきます。

保健センター
こども青少年課

乳幼児相談 ・�乳幼児の健康の保持増進と保護者の育児不安の軽減を図る
ため、保健師、助産師、管理栄養士がこどもの発育、栄養、
育児に関する相談に対応します。

保健センター

赤ちゃんサロン ・�生後４か月未満の乳児とその保護者を対象に参加者同士の
交流や授乳、育児に関する相談ができる場を設けます。

保健センター

発育発達相談
（再掲）

・�こどもの発育、発達、ことばなどに不安がある保護者を対
象に小児科医師、理学療法士、言語聴覚士、公認心理師が
個別に相談を行います。

保健センター
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２-７	 包括的な相談支援体制の構築・強化

■現状と課題

社会環境の多様化等に伴い、子育て家庭が抱える課題も複合化・複雑化してきており、分野横

断的な連携による包括的な相談支援体制の構築・強化が求められています。関係団体等へのアン

ケート調査では、こども・若者や子育て家庭を支援していくために市が力を入れるべき取組とし

て「包括的に支える連携体制の強化」との回答が最も多くなっています。

市では、これまでの子ども家庭総合支援拠点と母子健康包括支援センターの機能を一体的に提

供する「こども家庭センター」を令和６年４月に設置しました。こども家庭センターでは、妊娠

や出産、こども、子育てに関する様々な相談に対応し、児童福祉と母子保健の専門的な知識を持

つ職員がそれぞれ連携・協力しながら、こどもとそのご家族に寄り添ったきめ細かい支援を提供

しています。

今後は、こども家庭センターの周知に努めつつ、関係機関と連携しながら、必要な人を必要な

支援につなげる寄り添った相談支援を行っていく必要があります。

■目指す姿

○妊娠・出産や子育てに不安や悩み、課題等を抱える人が気軽に相談でき、必要に応じて専

門的な機関につながり、一人ひとりの状況や気持ちに寄り添った支援を受けている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

こども家庭セン
ターの運営（再掲）

・�母子保健と児童福祉に関する相談や支援を一体的に実施す
るため、こども家庭センターにおいて、全ての妊産婦や子
育て世帯、こどもに対して切れ目のない支援を実施します。

こども青少年課
保健センター

伴走型相談支援
（妊婦等包括相談
支援事業）（再掲）

・�妊娠届出時や妊娠６か月時の支援レター、妊娠８か月時の
電話支援及び新生児訪問の機会を活用し、情報提供や相談
対応等を行うとともに必要な支援につないでいきます。

保健センター
こども青少年課

家庭児童相談事業
（再掲）

・�こどもの養育について不安や悩みの軽減を図るために、家
庭児童相談員が来所や電話及び訪問等による相談に対し適
切な助言や指導などを行います。

こども青少年課

福祉総合相談事業
（再掲）

・�福祉に関する多様で複合的な問題について、相談内容に応
じて必要な情報提供を行うとともに、担当窓口につなげる
支援を行い、その後も生活が安定するまでの継続的な見守
り支援を行います。

福祉政策課
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２-８	 子育てや教育にかかる経済的支援

■現状と課題

子ども・子育て支援に関するニーズ調査の結果をみると、子育てにおける悩みや不安、負担に

感じていることとして「育児にかかる経済的負担が大きいこと」が、市に期待する子育て支援と

して「子育て家庭への経済的支援の充実」がそれぞれ上位に来ています。また、こども・若者意

識調査では、持つつもりのこどもの数が理想的なこどもの数より少ない理由として「子育てや教

育にお金がかかりすぎるから」の割合が最も高くなっています。

国は、令和元年10月より幼児教育・保育の無償化を実施しているほか、令和６年には、ライ

フステージを通じた経済的支援の強化として児童手当の拡充や妊婦のための支援給付を創設し、

子育て家庭の経済的負担の軽減を図っています。市においても、令和５年度から幼児教育・保育

の完全無償化を行うなど、独自の経済的支援を行っています。

今後も、国・県における各種手当・助成等の制度の周知及び確実な支給を行うとともに、子育

て家庭の実情を踏まえた経済的支援の拡充に努めていく必要があります。

■目指す姿

○子育てや教育にかかる費用への助成等により、子育て家庭の経済的負担が軽減され、こど

もの健やかな成長に必要な支援や教育等を受けることができている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

こども医療費支給
事業

・�通院、入院ともに０歳から18歳年度末までのこどもを対
象として、医療保険で受診した医療費の一部負担金を支給
します。

こども青少年課

児童手当支給事業 ・�市内に居住し、高校生年代（18歳年度末）までの児童を
養育する者を対象として、手当を支給します。

こども青少年課

ひとり親家庭等医
療費支給事業（再
掲）

・�ひとり親家庭等の児童及びその父か母又は養育者を対象と
して、医療保険で受診した医療費の一部を支給します。

こども青少年課

児童扶養手当支給
事業（再掲）

・�父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない
児童が養育される家庭（ひとり親家庭）等に手当を支給し
ます。

こども青少年課

０歳児子育て支援
金支給事業（再掲）

・�出産祝いとして、また、出産後間もない児童を抱える子育
て世帯をサポートするため、０歳児一人に対して子育て支
援金を支給します。

こども青少年課
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事業名 事業概要 担当課

保育料無償化 ・�保育施設に通う０歳児から２歳児について、保育を必要と
する認可外保育施設に通うこどもも含め、世帯の所得や第
何子かに関係なく、全てのこどもの保育料を無償化します。

保育課

一時預かり、病後
児保育、ファミ
リー・サポート・
センターの保育料
無償化

・�一時預かり、病後児保育、ファミリー・サポート・センター
の保育料について、保育を必要とする３歳以上の未就園児
及び非課税世帯の３歳未満の未就園児を対象に無償化しま
す。

保育課

私立幼稚園運営事
業

・�新制度未移行幼稚園に通園する児童に対する幼児教育・保
育の無償化制度に基づく給付を実施します。

保育課

妊婦のための支援
給付（再掲）

・�妊娠や出産、子育てに関わる家庭の負担を軽減するため、
経済的支援を伴走型相談支援と一体的に実施します。

保健センター
こども青少年課

未熟児養育事業
（再掲）

・�医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療の給付
を行うとともに、訪問指導等を通じて、未熟児の健やかな
成長と保護者への育児支援を行います。

保健センター

大学等入学支援事
業

・�大学等に入学する者の保護者等に対し、金融機関からの融
資の利子の一部を助成（利子補給）することで、保護者の
経済的な負担軽減を図ります。

教育総務課

妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援
の
充
実

第３部　施策の展開

第
２
章

63



２-９	 子育て家庭にやさしい地域社会づくり

■現状と課題

こどもが地域の中で健やかに育ち、子育て家庭が安心して子育てすることができるためには、

生活全般において子育てしやすい環境を整備していくことが重要です。子ども・子育て支援に関

するニーズ調査の結果をみると、市に期待する子育て支援として「子どもの遊び場や公園の整備」

や「子育てしながら働きやすい環境づくり」が上位に来ています。また、「安心して通学や散歩

ができる道路や歩道、街路灯などの整備」に対する満足度が低くなっています。

子育て家庭が安心して暮らし、外出でき、働くことができる環境づくりを促進するための取組

を進めていく必要があります。

■目指す姿

○子育て家庭やこどもが地域の中で安心して暮らし、外出することができている。

〇こどもが安全に安心して遊ぶことができる場所がある。

○市民や企業など、地域社会全体が子育て家庭に対する理解を深め、温かく見守り、こども

の健やかな成長に必要なことにできる範囲で協力している。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

ユニバーサルデザ
イン推進事業

・�ユニバーサルデザインの考え方を普及啓発するため、ユニ
バーサルデザインまごころ出張講座を開催します。

協働推進課

男女共同参画推進
事業（再掲）

・�社会生活における男女共同参画に向けた意識啓発のため、
全ての市民を対象に、情報の発信や、講座の開催など啓発
事業を実施し、男女共同参画社会の形成を促進します。

人権政策課

（仮称）こども館
の建設・運営

・�子育て中の親子が気軽に集い、児童に健全な遊びを与え、
相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を新たに設
けるため、「（仮称）こども館建設基本計画」に基づき（仮
称）こども館を建設します。
・�こどもたちが大型遊具で自由に遊べるスペースのほか、読
書を楽しむことができる図書室、楽器演奏やダンスをする
ことができる音楽室、工作や料理をすることができる創作
活動室などを設置し、様々な体験活動を実施します。
・�子育てに関する悩みや不安を相談するための相談室を設け
ます。

こども青少年課
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事業名 事業概要 担当課

公園の維持管理、
計画的な修繕・改
築更新

・�誰もが快適に公園を利用できるよう、日常的な巡視点検を
行い、劣化や損傷箇所を確認した場合は、必要な補修工事
を行っていきます。
・�公園遊具は国の安全基準に基づいた点検を毎年実施し状態
把握に努めていきます。
・�公園内全ての施設の長寿命化にも配慮しながら、計画的か
つ効率的に、維持修繕や改築更新を実施していきます。

公園緑地課

市営住宅管理事業 ・�市営住宅について、計画的な修繕の実施などによる適正な
施設管理や安定した施設運営を行います。
・�子育て世帯の入居にあたって、関係法令に基づき入居基準
の緩和を適切に行います。

建築住宅課

交通安全啓発事業 ・�交通安全意識の高揚を図るため、各種団体等と連携し、交
通安全教室、講習会の開催や各季交通安全運動街頭キャン
ペーンなどを展開します。
・交通指導員を委嘱し、通学路における立哨指導を行います。

道路管理課

交通安全施設整備
管理事業

・�交通事故の発生防止や安全対策を図るため、区画線、道路
照明灯、道路反射鏡等の交通安全施設の設置や修繕を行い
ます。

道路管理課
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第３章	 こども・若者の健やかな成長と希望を叶えるための支援の充実

乳幼児期から学童期、思春期、青年期にわたる心身の健やかな成長を支援します。また、こど

も・若者が家庭や学校、地域における多様な学び・体験・交流等を通じて生き抜く力を育むとと

もに、将来への希望を持ち、その実現を社会全体で後押しするための取組を推進します。

基本施策

３-１　ライフステージを通じた健康づくりの推進

３-２　幼児教育・保育及び学校教育の充実

３-３　特色ある教育の推進

３-４　家庭教育支援の推進

３-５　こども・若者の健やかな成長を支える担い手の確保・育成

３-６　地域における居場所づくりの支援

３-７　多様な体験・交流活動の推進

３-８　結婚を望む人への支援

３-９　雇用・就労環境づくり

目標指標

指標
基準値
(Ｒ６)

目標値
(Ｒ11)

１ 自分の将来が楽しみだと思うこどもの割合
小学５年生 74.2％ 80％以上

中学２年生 64.8％ 70％以上

２
「自分のことが好きだ（今の自分が好きだ）」と思
うこども・若者の割合

小学５年生 68.2％ 70％以上

中学２年生 64.3％ 70％以上

15〜39歳 65.4％ 70％以上

３
自分の将来について明るい希望を持っているこど
も・若者の割合

15〜39歳 62.3％ 70％以上

４
自分には自分らしさというものがあると思うこど
も・若者の割合

15〜39歳 84.1％ 90％以上

【出典】�小学５年生、中学２年生…「深谷市子どもの生活に関する実態調査集計報告書（Ｒ６）」	
15〜39歳…「深谷市こども・若者意識調査集計報告書（Ｒ６）」
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３-１	 ライフステージを通じた健康づくりの推進

■現状と課題

こども・若者が健やかに成長していくためには、乳幼児期から学童期、思春期、青年期を通じ

て、社会全体で切れ目なく支えていくことが重要です。子ども・子育て支援に関するニーズ調査

の結果をみると、こどもや若者を育てていくために市が力を入れるべき取組について、「子ども

や若者への切れ目のない保健・医療の提供」が上位に来ています。

市では、乳幼児健診を実施するとともに、関係機関と連携し、幼稚園や小・中学校における児

童生徒の健康管理に取り組んでいます。また、必要な医療を受けることができるよう、こども医

療費の助成を18歳までとしています。

引き続き、母子保健事業や学校教育等を通じて、こどもの成長や発達に対する正しい知識の普

及啓発や適切な健康管理の促進、疾病の早期発見・早期治療、こころのケアの充実に努めるとと

もに、連続性のある切れ目のない健康づくりに向けた関係機関の連携強化を図っていく必要があ

ります。

■目指す姿

○乳幼児期から青年期にいたるまで、一人ひとりの状態に応じた連続性のある健康づくりに

より、心身ともに健やかに成長している。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

こども医療費支給
事業（再掲）

・�通院、入院ともに０歳から18歳年度末までのこどもを対
象として、医療保険で受診した医療費の一部負担金を支給
します。

こども青少年課

健康づくり応援事
業

・�早寝・早起き・朝ごはん＆みんなdeラジオ体操事業、親
子料理教室等により、子育て世代やこどもたちに朝食や食
事の大切さについて普及・啓発を実施します。
・�妊娠期の栄養指導、離乳食教室、こども用食事マット＆食
育メッセージカード等の配付により子育て世代に対し食育
と食を通した健康づくりの推進を図ります。
・�市民の心身の健康づくりを支援するため、各種健康づくり
事業を実施します。

保健センター

予防接種事業 ・�疾病の発症・重症化防止として、予防接種法に定めた年齢
の市民を対象に、接種機会の安定的確保、高い接種率の維
持を目指します。また、市任意予防接種費用助成金交付要
綱に定めた接種について費用助成を行い、市民が感染症に
罹患するリスクを軽減します。

保健センター
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事業名 事業概要 担当課

未熟児養育事業
（再掲）

・�医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療の給付
を行うとともに、訪問指導等を通じて、未熟児の健やかな
成長と保護者への育児支援を行います。

保健センター

乳幼児健康診査
（再掲）

・�乳幼児の健康の保持増進を図るため、４か月児、１歳６か
月児、３歳児について小児科医や歯科医師等による健康診
査を行います。また、健診時に保健師等による育児や栄養
に関する個別相談を実施します。

保健センター

幼稚園保健・安全
教育推進事業

・�園医、園歯科医、園薬剤師を配置し、幼稚園における園児
の健康管理、安全管理及び疾病の早期発見、教職員の健康
の保持・増進を図ります。
・�園児災害給付制度への加入により、健康管理、安全確保を
図ります。

教育総務課

小・中学校保健・
安全教育推進事業

・�児童生徒の健康管理、安全管理及び疾病の早期発見、教職
員の健康の保持増進を図り、学校教育の円滑な実施を目指
します。
・�学校管理下における災害に対する給付や学校医・学校薬剤
師の配置等、保健管理及び安全管理に努めます。

学校教育課

小・中学校給食事
業

・�市立小中学校及び幼稚園における安全で安定した給食を提
供します。
・�県費栄養士等未配置校にも市費栄養士を配置し、児童生徒
に栄養バランスのとれた給食を提供します。

教育総務課
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３-２	 幼児教育・保育及び学校教育の充実

■現状と課題

幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものです。また、学童期は、

心身ともに大きく成長する時期であり、自己肯定感や道徳性、社会性などを育む時期でもあるこ

とから、こどもの健やかな成長にとって、幼児教育・保育及び学校教育の質を向上させていくと

ともに、円滑な接続を図っていくことが重要です。

市では、公立幼稚園及び保育所の質の向上を図るため、研修の実施や施設・設備の整備を行う

とともに、私立幼稚園、保育所等に対し、保育事業の実施や環境整備にかかる費用に対する補助

等を行っています。学校教育では、外部人材も活用しながら、児童生徒の学力及び体力向上のた

めの取組を推進しています。

今後も、関係機関と連携し、質の高い幼児教育・保育及び学校教育の充実に取り組むとともに、

保育士や支援員などの人材確保に努め、個別最適で協働的な学びができる体制の充実を図ってい

く必要があります。

■目指す姿

○質の高い幼児教育・保育及び学校教育や一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな指

導等を通じて、全てのこどもが個性や能力を伸ばし、確かな学力や健全な心身が育まれ、

将来に夢や志を持っている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

公立保育施設運営
事業（再掲）

・�公立保育施設の安全性を確保し、安定的な保育環境を提供
するため、施設や設備の修繕、備品購入、臨時保育士の雇
用などを行います。

保育課

私立保育施設運営
事業（再掲）

・�教育・保育施設に対して国及び県の負担制度に基づく給付
費（委託料）を支弁し、各種保育事業実施に係る補助金を
交付することにより、教育・保育施設の安定化並びに保育
の質の確保を図ります。

保育課

私立保育施設整備
費補助事業

・�新たな保育所の整備や老朽化対策などを目的とした施設整
備に要する費用の一部を補助することにより、保育環境の
改善及び保育の場の確保を図ります。

保育課

私立保育施設運営
事業（職員処遇改
善費補助金）

・�市内保育所の保育士の処遇改善に係る費用を補助し、保育
士の人材確保につなげることにより、待機児童をなくし、
安定した保育の提供を図ります。

保育課

保育士奨学金返済
支援事業

・�市内民間保育所で新たに就労する保育士の奨学金返済に係
る費用の一部を支援することで、市内における保育人材の
確保を図り、保育士が働きやすい環境の整備を図ります。

保育課
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事業名 事業概要 担当課

幼稚園運営支援事
業

・�幼稚園の管理及び教育活動を充実させ、効率的かつ円滑に
行うための支援を行います。幼稚園教諭に対する研修を実
施するなど、質の高い幼児教育が行えるよう資質の向上を
図ります。

教育総務課

小・中学校教育活
動推進事業

・�小・中学校の読書活動を充実させ、効率的かつ円滑に行う
ために、全小中学校へ学校司書を配置します。
・�小学校高学年へ理科支援員を配置し、児童の科学技術に関
する興味・関心を高め、理科授業の充実を図ります。
・�教員の業務の負担軽減につなげるために教員業務支援員を
配置します。
・�各小学校に学校アシスタントティーチャーや小学校学習支
援員を配置し、個に応じた指導や基礎学力の定着、低学年
児童の学習・生活習慣の育成を図ります。
・�小学校教科支援エキスパートを配置し、教育課程の充実に
取り組む学校を支援します。

学校教育課

学力向上推進事業 ・�学習内容が難しくなる小学４年生、中学校の学習がスター
トする中学１年生を対象にNRT標準学力検査等を実施す
るとともに、中学生の学習意欲の向上を後押しするために、
検定事業費用の補助及び小学４年生を対象とした放課後等
の学習支援を行います。
・�深谷市チャレンジを実施し、学力の重要な要素である学習
意欲の向上を図ります。
・�教科の指導法研修会を実施し、教師の指導力向上を図ると
ともに、中学校学力向上支援員を配置し生徒の学習支援を
行います。
・�学習に不安を感じ、塾に行っていない生徒の学力を向上さ
せるため、中学校学習支援員や、大学生のサポーターが放
課後等の時間に補習学習を行います。

学校教育課

体力向上推進事業 ・�中学校に部活動外部指導者、部活動指導員、柔道指導員等
を配置し、部活動の充実を図ります。
・�新体力テスト及び全国体力・運動能力、運動習慣等調査に
市内全小・中学校が取り組み、家庭を巻き込んだ運動の機
会拡大を目指します。
・�地域クラブ活動総括コーディネーター等を配置し、部活動
の地域移行に向けた実証事業に取り組みます。

学校教育課

特別支援教育事業 ・�共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築
のための特別支援教育の推進に向けて、早期支援のシステ
ム作り、児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた就学支
援・相談・指導・支援の充実、特別支援補助員及びインク
ルーシブ支援員の活用、他機関との連携、支援籍学習の推
進、教育研究所の機能の充実等に取り組みます。

学校教育課
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３-３	 特色ある教育の推進

■現状と課題

社会のグローバル化、情報化が進む中、国際教育、情報教育が推進されているほか、地域資源

を活かした教育や郷土への愛着を育む教育に取り組むなど、各地で特色ある教育が進められてい

ます。

本市においても、GIGAスクール構想に基づく情報教育や市内全幼稚園及び小・中学校におい

て国際理解教育を推進するとともに、「近代日本経済の父」と称される渋沢栄一生誕の地である

本市の特徴を生かした教育を進めるなど、特色ある教育を推進しています。また、学校応援団を

組織し、家庭、地域、学校の連携による教育活動を行っています。

今後も、情報教育、国際理解教育の充実をはじめ、時代の変化に対応した教育を推進するとと

もに、豊かな人間性や社会性、郷土への愛着を育むためにも、家庭や地域、関係機関・団体等と

の連携・協力を図りながら、特色ある教育を推進していく必要があります。

■目指す姿

○家庭、地域、学校が連携し、地域資源を活かした特色ある教育を通じて、こどもたちの時

代の変化に対応する力や豊かな人間性と社会性、郷土への愛着が育まれている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

渋沢spirit in ふか
やGIGAスクール
推進事業

・�GIGAスクール構想の充実に向け、コンピュータやタブ
レット、インターネットを全ての教室にて安定的に活用で
きるように計画的に整備・保守・運用します。
・�教職員用コンピュータ及び校務支援ソフトの整備による校
務の効率化を推進します。
・�ICT機器を用いた教育の支援充実を図るため、ICT支援員
を配置します。
・�コンピュータ・システムの高機能化を図った整備と更新に
より、恒常的に教育水準の維持向上と教職員の情報活用能
力の向上を目指します。

学校教育課

国際化教育推進事
業（再掲）

・�市内全幼稚園小中学校に英語指導助手を派遣することで、
国際理解教育の推進を目指します。
・�日本語指導員を小・中学校へ派遣し、日本語指導が必要な
外国籍児童生徒等への指導を行います。
・�小学校英語（外国語、外国語活動の授業）へのサポートと
して、地域人材を活用した英語指導アシスタントティー
チャーを配置します。

学校教育課
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事業名 事業概要 担当課

家庭・地域・学校
連携推進事業

・�学校、家庭、地域が連携して特色ある教育活動を推進する
ため、学校応援団を組織し、地域学校協働活動推進委員等
と連携しながら、地域全体で学校教育を支援する体制を充
実させます。

学校教育課

教育研究所管理運
営事業

・�教職員の研修会を充実させ、教師の指導力向上に努めます。
・�不登校支援アドバイザーと教育研究所専門員が不登校や発
達障害の児童生徒やその保護者に対して、教育相談等の支
援を行います。
・�学校福祉相談員が実際に学校へ出向き、教育的支援や指導
体制の確立について指導・助言を行います。
・�発達障害に特化した発達支援アドバイザーを配置し、発達
に課題を抱える児童生徒やその保護者、小・中学校の教職
員に対して、関係機関と連携し、支援方法についてアドバ
イスを行います。
・�不登校に係る様々な施策を統括する不登校支援アドバイ
ザーを配置し、学校内外の専門機関等で相談・支援等を受
けていない小中学生や保護者を学校総合支援員とともにサ
ポート・支援します。

学校教育課

社会教育事業（地
域学校協働活動）

・�市内小中学校に、地域と学校をつなぐコーディネーターと
して地域学校協働活動推進員を配置し、地域と学校の連携
や協働の推進を図ります。

生涯学習スポー
ツ振興課
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３-４	 家庭教育支援の推進

■現状と課題

家庭教育は、保護者がこどもに対して行う教育であり、全ての教育の出発点と言われています。

家庭においてこどもの基本的な生活習慣や自立心等を育む教育を行うためには、保護者が学ぶこ

とに加え、身近に助言者や相談相手がいない状況にある保護者を切れ目なく支援することが重要

です。

市では、家庭教育に関する啓発紙の発行や講座・教室等の開催を通じて、家庭教育の重要性に

対する啓発や家庭教育を学ぶ機会を提供しています。

今後も、家庭教育に関する啓発や学習機会の提供に加え、家庭の状況に応じたきめ細かな支援

を推進していく必要があります。

■目指す姿

○全ての子育て家庭が、家族や親せきのみならず、地域において家庭教育に関する助言や学

習機会、支援等を受けながら、安心して家庭教育を行っている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

家庭教育事業 ・�幼児・小学生・中学生をもつ家庭と地域住民を対象として、
家庭教育だより「まごころ」を配布することにより、家庭
教育の重要性についての啓発を行います。
・�親が親として育ち力をつけるため、「親の学習」講座を実
施します。

生涯学習スポー
ツ振興課

家庭教育学級 ・�こどもを育てる保護者・家庭に対して「子育て」や「家庭
教育」について学習する機会を提供し、公民館において家
庭教育学級を実施します。

生涯学習スポー
ツ振興課
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３-５	 こども・若者の健やかな成長を支える担い手の確保・育成

■現状と課題

地域の社会経済環境の変化等に伴い、地域活動の担い手が不足しています。関係団体等アン

ケート調査の結果をみると、関係団体の７割が活動していくうえで困っていることや課題として

「団体の活動や施設運営を支える職員の確保、人材不足」と回答しています。

市では、こどもや青少年の活動を支える団体等に対して補助金を支給し、活動を支援していま

す。また、地域の身近な相談役である民生委員・児童委員などに対する活動支援を行っています。

引き続き、地域の教育・福祉人材の活動を支援していくとともに、ボランティアなど地域にお

ける身近なおとなが支え手として活躍できる環境づくりが必要です。

■目指す姿

○地域の中で多くのおとながこども・若者の健やかな成長に資する活動に携わっている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

青少年活動団体等
補助事業

・�深谷市子ども会育成連合会に補助金を交付します。
・�青少年の社会に奉仕できる能力と人生に役立つ技能体得の
ため活動するボーイスカウト及びガールスカウトへの活動
支援として補助金を交付します。
・�青少年の健全な育成に資する事業や活動を行う機関又は団
体と連携を図るなどの活動をする青少年相談員協議会に補
助金を交付します。

こども青少年課

青少年健全育成環
境づくり事業

・�青少年の健全育成を目的として活動する深谷市子どもサ
ポート市民会議の活動に対し補助金を交付します。
・�青少年育成埼玉県民会議から委嘱された青少年育成推進部
会の行う青少年育成活動を支援します。
・�青少年健全育成深谷市民大会を実施し、中学生の意見発表
を行います。

こども青少年課

民生委員・児童委
員活動

・�地域の身近な相談役である民生委員・児童委員が様々な相
談を受け、早期の支援につなげられるよう行政と連携して
いきます。

福祉政策課

家庭・地域・学校
連携推進事業（再
掲）

・�学校、家庭、地域が連携して特色ある教育活動を推進する
ため、学校応援団を組織し、地域学校協働活動推進委員等
と連携しながら、地域全体で学校教育を支援する体制を充
実します。

学校教育課
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３-６	 地域における居場所づくりの支援

■現状と課題

全てのこども・若者が、年齢を問わず、相互に人格と個性を尊重しながら、安全に安心して過

ごせる多くの「居場所」を持つことができるよう、社会全体で支えていくことが必要です。

市では、放課後の安全・安心な居場所として学童保育室を運営するとともに、全ての小学生を

対象として、小学校の図書室や余裕教室等を活用した学習支援、体験プログラム等を行う居場所

を提供しています。また、こどもの学びと遊びの拠点として「（仮称）こども館」の建設を進め

ています。

引き続き、小学生の放課後の居場所の充実を図るとともに、（仮称）こども館について、こども・

若者が主体的に居場所づくりに参画しながら運営していくことが重要です。加えて、様々な地域

資源を活用し、関係団体等と連携しながら、幅広い年齢・世代が気軽に集い、交流する身近な地

域の居場所づくりを促進していく必要があります。

■目指す姿

○全てのこども・若者が地域の中に、安全・安心して自分らしく過ごし、様々な交流を通じ

て人との関係性を築くことができる「居場所」を持っている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

（仮称）こども館
の建設・運営（再
掲）

・�子育て中の親子が気軽に集い、児童に健全な遊びを与え、
相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を新たに設
けるため、「（仮称）こども館建設基本計画」に基づき（仮
称）こども館を建設します。
・�こどもたちが大型遊具で自由に遊べるスペースのほか、読
書を楽しむことができる図書室、楽器演奏やダンスをする
ことができる音楽室、工作や料理をすることができる創作
活動室などを設置し、様々な体験活動を実施します。
・�子育てに関する悩みや不安を相談するための相談室を設け
ます。

こども青少年課

こどもの居場所づ
くりに取り組む団
体への支援

・�こども食堂をはじめとしたこどもの居場所づくりの担い手
となっている団体に対し、活動の周知や活動場所の支援等
を行い、自主的な活動が広がる環境づくりに取り組んでい
きます。

こども青少年課

公立学童保育室運
営事業（再掲）

・�保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校児童の放課
後の健全育成を図るため、公立学童保育室の入室、支援員
の雇用や賃金の改善、施設の整備や維持管理を行うととも
に、指定管理者による運営を管理し、放課後児童の安全安
心な保育の場を確保します。

保育課
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事業名 事業概要 担当課

私立学童保育室運
営事業（再掲）

・�保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校児童の放課
後の健全育成を図るため、私立学童クラブの運営に係る委
託料及び土地・建物の賃借料や支援員の賃金改善・送迎支
援等に対する補助金を交付することにより、放課後児童の
安全安心な保育の場を確保します。

保育課

小学生学習支援事
業「がんばル〜ム」

・�市内全小学生の希望者を対象に、土曜日の午前中、各小学
校の図書室等を利用して、自主学習の支援、学習相談の機
会及びこどもたちの居場所を提供します。
・�一般公募によるちいきの先生が学習支援、見守りを行いま
す。

生涯学習スポー
ツ振興課

平日放課後子ども
教室

・�モデル校の希望者を対象に、平日の放課後に各小学校の余
裕教室等を利用して、学習の機会、体験型プログラム等を
通じてこどもたちの居場所を提供します。
・�主にがんばル〜ムちいきの先生が学習支援、見守りを行い
ます。

生涯学習スポー
ツ振興課
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放課後児童対策パッケージに係る深谷市での取組み

（１）趣旨

市では、これまで、国が定めた「新・放課後子ども総合プラン」（以下「新プラン」という。）

に基づき、全ての児童の安全・安心な居場所を確保するため、同一の小学校内等で実施する学童

保育室及び放課後子ども教室の計画的な整備を目標とし、実施してきました。

国では、令和５年度が新プランの最終年度であるものの、目標の達成が困難な状況であり、全

てのこどもが放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができる場所の拡充が

喫緊の課題となっていることから、こども家庭庁と文部科学省が連携し、放課後児童対策の一層

の強化を図るため、令和５〜６年度に予算・運用等の両面から集中的に取り組むべき対策として、

「放課後児童対策パッケージ」（以下「パッケージ」という。）をとりまとめました。

この趣旨に基づき、市では、学童保育と放課後子ども教室の「連携型」又は「校内交流型」と

して、さまざまな活動を引き続き、実施していきます。

※１ 連携型 ……… �放課後児童クラブ及び放課後子ども教室が連携して、共働き家庭等の児童

を含めた全ての児童が放課後子ども教室の活動プログラムに参加し、交流

できるもの

※２ 校内交流型 … �「連携型」のうち、同一小学校内等で両事業を実施しているものを、新プラン

においては「一体型」として推進してきたが、これを「校内交流型」と呼ぶ。

（２）パッケージに係る本市の取組み・方向性

本市では、学童保育室においては、平日19時までの延長保育を実施し、また、放課後子ども

教室においては、土曜日の午前中に、市内全ての小学校で「がんばル〜ム（自主学習の支援等）」

を実施するとともに、平日の放課後、市内一部の小学校をモデル校として選定し、「平日放課後

子ども教室（学習・体験）」を実施しています。

現在、放課後子ども教室を実施するなかで、運営者等（コーディネーターや学習支援ボランティ

ア等）が減少傾向にあり、今後は、平日放課後子ども教室の全校展開を図るうえで、それら人材

の確保が大きな課題となります。

引き続き、地域の方々との連携を図りつつ人材の確保に努め、学童保育室と放課後子ども教室

の一体的な実施を推進することで、全てのこどもが放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・

活動を行うことができる場所の確保を目指します。
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■ 学童保育とは

　保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を対象に、支援員の下、子どもの生活の場を提供する

ものです。市内に32室（公立学童保育室：19室、私立学童保育室：13室）あります。毎月、保育料と

おやつ代等がかかります。

○学童保育室の開室時間

　　　　　　　平日：放課後〜18時　 （延長保育：18時〜19時）

　土曜・学校休業日：８時〜18時まで（延長保育：７時30分〜８時、18時〜19時）

○学童保育室の休室日：日曜、祝日、年末年始（12月29日〜１月３日）

　※私立学童保育室の開室時間は、異なる場合があります。

■ 放課後子ども教室とは…

　保護者の就労の有無に関わらず参加できます。放課後や週末に小学校や公民館で、地域の方々の協力

を得て、学習・スポーツ・文化芸術活動などを体験する取組です。

　本市では現在、「がんばル～ム」として、年間20回程度、土曜日の午前中（夏休みなどの長期休暇中

は除く）に、各小学校の図書室等を活用し、自主学習の支援及び学習相談を行っています。テキスト代

等として参加費の負担があります。

　また、「平日放課後子ども教室」として、年間10回程度、平日の放課後に、一部の小学校（モデル校）

の図書室等を活用し、漢字学習やスポーツ・レクリエーション等の体験活動を組み合わせたプログラム

を実施しています。モデル校の課題やニーズ等を把握し、今後の事業内容等を柔軟に検討するとともに、

全校での実施を目指します。
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（３）本市の整備計画等について

本市では、全てのこどもが放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができ

る場所を整備するため、パッケージに基づき、以下の事業を実施します。

①学童保育室の年度ごとの量の見込み及び目標整備量

　量の見込みに対して、不足する受入れ枠の確保については、小学校の余裕教室等を活用し対応

していきます。

実績 目標整備量

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み（人） 2,761 2,853 2,890 2,929 2,965 2,936

確保の内容（人） 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311

②放課後子ども教室の年度ごとの量の見込み及び目標整備量

　土曜日の午前中に、市内全19校の児童を対象に放課後子ども教室（がんばル～ム）を実施し

ています。今後も、各小学校区内にある学童保育室と連携し、継続して実施します。

実績 目標事業量

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

がんばル～ム対象校（校） 19 19 19 19 19 19

③放課後子ども教室の年度ごとの実施計画

　市内19校の児童を対象に「がんばル～ム」を実施します。また、年度毎にモデル校を選定し「平

日放課後子ども教室」を実施します。子どもたちのニーズや運営課題等について検討を進め、令

和11年度までに全校展開を目指します。

実績 目標実施量

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

【土曜日】がんばル～ム実施計画
（校）

19 19 19 19 19 19

【平日】平日放課後子ども教室実施
計画（校）

６ ９ 12 15 17 19

④連携型・校内交流型の学童保育室及び放課後子ども教室の目標事業量

　学童保育室の運営主体の理解を得ながら、関係課と連携を図り、放課後子ども教室を推進して

いきます。
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⑤連携型・校内交流型の推進に関する具体的な方策

　学童保育室の放課後児童支援員、平日放課後子ども教室のコーディネーター、学校関係者で構

成する協議会を開催し、教室で行うプログラム内容、実施日、児童の引き渡し方法等について検

討を行い、安全安心な事業運営を図ります。

　また、校内交流型プログラムを実施する学校については、平日放課後子ども教室の終了後、児

童が安全に移動できるよう、コーディネーター等と放課後児童支援員で引き渡しを行います。

⑥学童保育室及び放課後子ども教室への学校施設の活用に関する具体的な方策

　学童保育室や放課後子ども教室の新たな整備においては、毎年、不足する受入れ枠については、

教育委員会と協議し、余裕教室の借用により対応しています。放課後子ども教室として使用する

教室は、図書室、特別教室、少人数教室、校庭及び体育館などを予定しています。各小学校の学

校関係者と話し合いの場を設けるなど、学校に協力を求めます。

⑦�放課後児童対策に係る福祉部局（こども未来部）と教育委員会との具体的な連携に関す

る方策

　放課後子ども教室の事業主体である教育委員会と、学童保育室の事業主体であるこども未来部

との間で、定期的な打合せの機会を設け、両事業の実施状況や課題などについて、情報共有を図っ

ていきます。

⑧特別な配慮を必要とするこどもや家庭への対応に関する方策

　学童保育室や放課後子ども教室を利用する児童の保護者から、児童の障害やアレルギー等（持

病）の状況を確認し、特別な配慮を必要とする児童の把握に努めます。また、在学している小学

校やこども家庭センター等の関係機関との連携を強化し、必要な情報を相互で共有し、受入体制

を整えます。支援員のスキルアップについては、県等の主催する研修の参加や、職場内研修の実

施など、できるだけ多くの支援員が研修を受けられる機会の構築に努めていきます。
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３-７	 多様な体験・交流活動の推進

■現状と課題

遊びや体験活動は、こども・若者の成長の原点であり、その重要性を認識するとともに、年齢

や発達の程度に応じて、多様な体験や様々な遊びの機会を創出していくことが重要です。子ども・

子育て支援に関するニーズ調査の結果をみると、こども・若者を育てていくために市が力を入れ

るべき取組として「多様な遊びや体験、活躍できる機会の充実」が最も高い割合となっています。

市では、友好都市の小学生との交流や中学生を対象とした社会体験機会の提供のほか、地域活

動団体への補助等を通じて、こども・若者の様々な体験・交流機会の拡充を図っています。

今後も、関係団体等との連携・協力のもと、こども・若者の意見も反映させながら、こども・

若者が地域の中で多様な体験や交流をすることができる機会のさらなる充実を図っていく必要が

あります。

■目指す姿

○こども・若者が全てのライフステージにおいて多様な体験・交流活動に主体的に参加し、

それらを通じて、健やかな心身や社会性、創造力等を育んでいる。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

青少年活動団体等
補助事業（再掲）

・�深谷市子ども会育成連合会に補助金を交付します。
・�青少年の社会に奉仕できる能力と人生に役立つ技能体得の
ため活動するボーイスカウト及びガールスカウトへの活動
支援として補助金を交付します。
・�青少年の健全な育成に資する事業や活動を行う機関又は団
体と連携を図るなどの活動をする青少年相談員協議会に補
助金を交付します。

こども青少年課

国内交流事業 ・�市内の小学生が、友好都市である岩手県下閉伊郡田野畑村
の小学生と訪問及び受入れを行い、集団生活を行う交流事
業を実施します。

こども青少年課

中学生社会体験
チャレンジ事業

・�生徒が自らの将来の生き方を考え、望ましい勤労観や職業
観を持つことにより自己の進路を設計し、適切な進路選択
を行うことができるよう、中学２年生を対象に働く体験機
会を提供します。

学校教育課

国際化教育推進事
業（再掲）

・�市内全幼稚園小中学校に英語指導助手を派遣することで、
国際理解教育の推進を目指します。
・�日本語指導員を小・中学校へ派遣し、日本語指導が必要な
外国籍児童生徒等への指導を行います。
・�小学校英語（外国語、外国語活動の授業）へのサポートと
して、地域人材を活用した英語指導アシスタントティー
チャーを配置します。

学校教育課
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事業名 事業概要 担当課

公民館事業 ・�市内12公民館において、市民が求める生涯学習の場を提
供することで、気軽に継続する学習活動に取り組めるよう
図ります。
・�こども絵画教室や、こども手打ちそば教室、親子バスツアー
等、市内全公民館でこどもを対象とした生涯学習事業を実
施します。

生涯学習スポー
ツ振興課

スポーツ・レクリ
エーション団体活
動支援事業

・�市民のスポーツ・レクリエーション活動団体が実施する市
民大会・各種市民教室等の運営を支援します。
・�青少年スポーツの支援業務等を（公財）深谷市地域振興財
団に委託し、大会や各種教室の運営、団体支援を実施し
ます。

生涯学習スポー
ツ振興課

学校体育施設開放
事業

・�地域住民を対象として、市立学校のグラウンド・体育館・
武道場施設を開放し、地域におけるスポーツ・レクリエー
ション活動の活性化を目指します。

生涯学習スポー
ツ振興課

生涯スポーツ推進
事業

・�市民のスポーツ・レクリエーション活動に参加する機会の
充実を図るため、地域におけるスポーツ・レクリエーショ
ン活動の活性化やボランティアの育成を目指します。
・�小学校体育授業指導者派遣、サマートライアルカレッジ、
ふっかちゃんジュニアスポーツフェスタ、ふかやシティ
ハーフマラソン等、小中学生を対象とした事業を実施し
ます。

生涯学習スポー
ツ振興課

体育レクリエー
ション事業

・�公民館の各地区市民を対象として、体育祭や球技大会、レ
クリエーション講座を開催し、地域住民のコミュニケー
ションや、世代間のコミュニティの推進を図ります。

生涯学習スポー
ツ振興課

ふっかちゃん口腔
外傷防止用具補助
事業

・�スポーツによる口腔外傷防止のため、マウスガードの作成
に係る費用の一部を補助し、普及を図り、こどもたちの歯
や口腔を外傷から守り、安全にスポーツができる環境を整
備します。

生涯学習スポー
ツ振興課

生涯学習推進事業 ・�公民館等において、市民大学として講座を実施します。
・�地元大学等との連携により「子ども大学」を開設し、こど
もの知的好奇心を刺激する講座等を実施するなど、学習・
体験活動の機会を提供します。

生涯学習スポー
ツ振興課

文化振興事業 ・�文化会館等において、市民が気軽に芸術文化を鑑賞及び体
験できる機会を提供します。
・�文化芸術体験、文化芸術鑑賞事業等のこどもを対象とした
事業を実施します。

文化振興課

読書推進事業 ・�市民の読書活動を推進し、図書館利用の拡大、読書意欲の
向上を図るため、ボランティア団体と協力し、各種の主催
事業（絵本の読み聞かせ、ブックスタート、おはなし会、
読書講演会等）を実施します。

図書館
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３-８	 結婚を望む人への支援

■現状と課題

こども・若者意識調査の結果をみると、結婚の予定がある、もしくは予定はないが結婚したい

と考えている人は６割以上となっています。また、結婚している人の結婚までの流れとして「婚

活サイト」や「マッチングアプリ」、「SNS」、「パーティーや合コン」と回答した人の割合は合

わせて２割強となっており、出会いの場も多様になってきています。市が結婚したいと思う人を

支援するために必要な取組では、子育て支援や仕事と家庭の両立に向けた職場づくり、安定した

雇用の確保に加え、「結婚資金の支援」や「相手と出会う場の提供」が上位に来ています。

市では、関係団体等が企画する婚活イベントへの支援や結婚に伴う新生活にかかる費用の補助

を行っています。今後も、関係団体等と連携しながら、多様な出会いの場の創出を図るとともに、

結婚にかかる経済的負担の軽減や新生活のスタートアップ支援に取り組んでいくことも重要

です。

■目指す姿

○結婚したいと希望する人が、結婚したいと思える人と出会い、安心して希望に満ちた新生

活をスタートしている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

婚活応援事業 ・�市内の団体等が企画する婚活イベント等について、情報共
有や支援を実施し、独身者の婚活を応援します。

協働推進課

結婚新生活支援事
業補助金

・�婚姻に伴う新たな生活を経済的に支援するため、住居費（新
築・購入・賃借）やリフォーム費用、引越費用の一部を補
助します。

協働推進課
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３-９	 雇用・就労環境づくり

■現状と課題

若者が自分らしく自立した暮らしを送ることができ、また、子育てしやすいまちづくりを進め

ていくためには、十分な賃金と働きやすい雇用・就労環境を創出することが重要です。

こども・若者調査の結果をみると、現在の仕事に不満を感じている理由として「給料が安い」

が７割以上で最も高くなっています。また、今の悩みや心配ごとについて「お金のこと」「仕事

のこと」「自分の将来や進路のこと」が上位に来ています。

市では、高校生を対象とした企業説明会や関係機関と連携して就職相談を実施するとともに、

雇用の創出に向けた市内への産業立地促進に取り組んでいます。

引き続き、若者を対象とした企業説明会、就職相談や魅力的な仕事・雇用の創出に取り組むと

ともに、若者の能力開発・向上を支援するための取組を推進していく必要があります。

■目指す姿

○若者が自分に合った職業に就き、十分な賃金を得ながら経済的に自立し、将来に希望を感

じながら働くことができている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

地域若者サポート
ステーションとの
連携

・�深谷若者サポートステーションと連携し、就労に悩みを抱
える15 ～ 49歳のかたを対象に、職業訓練、就労体験、
面接指導など、就職に向けた支援を実施します。

こども青少年課
商工振興課

高校生のための埼
玉県北部地域合同
企業説明会

・�高校生の就労支援・定住支援として、就職希望の高校３年
生を対象とした、合同企業説明会を行います。

商工振興課

深谷市ふるさとハ
ローワーク、埼玉
しごとサポートの
共同運営

・�深谷市ふるさとハローワークを埼玉労働局と共同運営し、
就職相談、職業紹介などを行います。
・�埼玉しごとサポートを埼玉県雇用労働課と共同運営し、就
職相談、職業紹介、セミナー、企業面接会などを行います。

商工振興課

勤労者福祉向上支
援事業

・�勤労者の福利厚生と労働環境の充実を図るため、大里地域
勤労者福祉サービスセンターへの負担金の支出、中小企業
退職金共済掛金補助、勤労者住宅資金貸付あっせん、労働
セミナーの開催を行います。

商工振興課

産業立地関連促進
事務

・�雇用の創出等を目的として、工業団地の開発や産業拠点の
整備などの企画立案及び進行管理を行います。
・�工業団地開発について、開発可能な手法の検討を継続して
行います。

産業ブランド推
進室
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第４章	 誰一人取り残さない支援の充実と安全・安心の確保

生まれ育つ家庭環境等にかかわらず、全てのこども・若者が自分らしく社会生活を送ることが

できるよう支援します。また、一人ひとりの特性や支援ニーズに応じたきめ細かい支援を行うと

ともに、困難な状況に置かれているこども・若者の安全・安心な暮らしの確保を図ります。

基本施策

４-１　こどもの貧困の解消に向けた取組の推進

４-２　障害のあるこども・若者への支援

４-３　不登校、ニート、ひきこもりのこども・若者への支援

４-４　ヤングケアラーへの支援

４-５　児童虐待防止対策の強化と社会的養護施策の推進

４-６　犯罪、事故、災害からこどもを守る環境の整備

目標指標

指標
基準値
(Ｒ６)

目標値
(Ｒ11)

１
生活に満足していないと思うこども（世帯収入が
中央値の1/2未満）の割合

小学５年生 17.3％ 15％以下

中学２年生 26.7％ 25％以下

２
逆境体験について、ひとつもあてはまらないこど
もの割合

小学５年生 78.0％ 80％以上

中学２年生 73.5％ 80％以上

３
家庭の経済的な状況を理由にこどもの進学段階を希望・展望して
いる保護者の割合

9.4％ ５％以下

４
「どこかに助けてくれる人がいる」と思うこども・若者の割合（15
～ 39歳）

97.9％ 現状維持

５
社会生活や日常生活を円滑に送ることができているこども・若者
の割合（15～ 39歳）

42.7％ 60％以上

【出典】�１～３…「深谷市子どもの生活に関する実態調査集計報告書（Ｒ６）」	
４～５…「深谷市こども・若者意識調査集計報告書（Ｒ６）」
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４-１	 こどもの貧困の解消に向けた取組の推進

■現状と課題

こどもの貧困は家庭の自己責任ではなく、社会全体で受け止めて取り組むべき課題であるとの

認識の下、貧困の格差を解消していくことが重要です。

子どもの生活実態調査の結果をみると、家庭の経済的状況により、自己肯定感や向社会性、授

業の理解度、将来の進学希望等に違いがみられました。

市では、全てのこどもを対象とした学習支援や経済的理由により就学が困難なこども・若者に

対する就学支援、奨学資金の支給を行うとともに、相対的貧困率の割合が高いひとり親家庭に対

する経済的支援や自立支援等を行っています。

今後も、学習支援や教育の機会均等の保障、経済的支援の充実を図るとともに、様々な体験・

交流を通じて自己肯定感や自己有用感を高める取組を進めるなどにより、貧困の連鎖を防止して

いく必要があります。

■目指す姿

○全てのこども・若者が生まれ育った環境等にかかわらず、様々な体験・交流を重ねながら

健やかに成長し、将来に夢や希望を持ち、その実現に向かって挑戦している。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

母子家庭等自立支
援事業（再掲）

・�母子家庭の母や父子家庭の父を対象に、職業能力の開発の
ための講座を受講したとき受講料の一部を自立支援教育訓
練給付金として助成します。
・�母子家庭の母や父子家庭の父を対象に、看護師等の資格を
取得するための養成機関で修業中の一定期間、高等職業訓
練促進給付金を支給します。

こども青少年課

児童扶養手当支給
事業（再掲）

・�父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない
児童が養育される家庭（ひとり親家庭）等に手当を支給し
ます。

こども青少年課

ひとり親家庭等医
療費支給事業（再
掲）

・�ひとり親家庭等の児童及びその父か母又は養育者を対象と
して、医療保険で受診した医療費の一部を支給します。

こども青少年課

交通等遺児福祉事
業（再掲）

・�交通事故や疾病等により、遺児となった義務教育修了前の
児童を養育している保護者を対象に手当を支給します。

こども青少年課

ふっかちゃん交通
等遺児就学支度金
給付事業（再掲）

・�不慮の事故等により、遺児となった児童が小・中学校へ入
学する際の経済的負担を軽減するため、就学支度金を支給
します。

こども青少年課
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事業名 事業概要 担当課

ふっかちゃん児童
自立支援事業

・�児童養護施設等措置解除後、就職や大学等の進学時に自立
を始める際、円滑かつ安定的な生活が開始できるよう支援
するため、就職や進学に際し要する費用の一部を支度金と
して給付します。

こども青少年課

福祉総合相談事業
（再掲）

・�福祉に関する多様で複合的な問題について、相談内容に応
じて必要な情報提供を行うとともに、担当窓口につなげる
支援を行い、その後も生活が安定するまでの継続的な見守
り支援を行います。

福祉政策課

生活困窮者自立相
談支援事業

・�生活に困窮するかたを対象に個々の状況に応じた支援プラ
ンを策定し、就労支援、住居確保支援など、包括的な相談
支援を実施します。

福祉政策課

こどもの学習・生
活支援事業　未来
応援教室「ぱるス
タ」

・�さまざまな事情により、学習に困難な環境にある中学生や
高校生世代のかたを対象に、学習支援を行うほか、居場所
づくり、生活改善支援などを実施します。また、保護者の
養育相談や悩み相談などを行います。

福祉政策課

生活保護事業 ・�生活保護世帯等のこども及びその保護者への医療・介護の
扶助を提供し、世帯の安定を促し、こどもの健康な発育を
支援します。
・�生活保護世帯の子育て世帯について、世帯状況を確認し必
要な支援を提供します。
・�生活保護世帯等のこども及びその保護者へ学習・生活支援
を行うとともに、学習教室への参加・生活改善支援や進学・
就労相談を行います。

生活福祉課

市営住宅管理事業
（再掲）

・�市営住宅について、計画的な修繕の実施などによる適正な
施設管理や安定した施設運営を行います。
・�子育て世帯の入居にあたって、関係法令に基づき入居基準
の緩和を適切に行います。

建築住宅課

奨学資金支給事業 ・�進学の意志と能力を有しながら経済的な理由により修学が
困難な者に対し、学資金（公立高等学校授業料相当額）を
奨学金として給与します。
・�家庭環境の急変により修学が困難な高校生等に対し、修学
奨励資金を給与します。

教育総務課

小・中学校特別支
援教育就学奨励事
業

・�特別支援学級に就学する児童生徒の保護者に対し、その負
担能力の程度に応じ、学用品費や給食費等必要な援助を行
うことで、保護者の経済的負担の軽減を図ります。

教育総務課

小・中学校要保護
及び準要保護児童
生徒就学援助事業

・�学校教育法に基づき、経済的理由によって就学困難と認め
られる市立小中学校の児童生徒の保護者に対し、給食費や
学用品費、修学旅行費等の援助を行います。

教育総務課

大学等入学支援事
業（再掲）

・�大学等に入学する者の保護者等に対し、金融機関からの融
資の利子の一部を助成（利子補給）することで、保護者の
経済的な負担軽減を図ります。

教育総務課
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４-２	 障害のあるこども・若者への支援

■現状と課題

障害の有無にかかわらず、全てのこども・若者が一人ひとりの個性を伸ばし、能力を発揮しな

がら、安心して共に暮らしていくためには、障害や発達の特性等に応じた自立、社会参加を支援

していくことが重要です。

市では、障害福祉サービスの給付のほか、各種手当の支給等による経済的負担の軽減、本人及

び家族に対する生活支援等を行っています。

関係団体等アンケート調査では、包括的な相談支援体制の充実に向けた連携強化の必要性や障

害福祉サービス等の情報が行き届いていない状況に対する指摘等がみられました。

今後は、障害や発達の状況に応じて必要な人にきめ細かなサービスが届くための相談支援や情

報提供等に力を入れるとともに、インクルージョン教育システムの構築や医療的ケア児への支援

の充実に向けた体制の確保に取り組んでいく必要があります。

■目指す姿

○障害があっても、障害特性に応じたきめ細かな支援や合理的配慮を提供されながら、地域

の中で自分らしく、共に暮らし、学び、働いている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

ふっかちゃん子ど
も福祉事業

・�身体障害者手帳の交付対象外の軽度・中等度難聴児に対し、
補聴器やFM型補聴器の購入及び修理に生じる自己負担金
を助成します。
・�早期療育開始のため、障害児が専門性の高い療育事業に参
加した場合にかかる経費を助成します。
・�障害者スポーツを行う障害児に対し、スポーツ競技のため
に必要な補装具等の購入費用、補装具等の修理費用、また、
必要な用具又は消耗品の購入費用を助成します。

障害福祉課

重度心身障害者医
療費給付事業

・�重度心身障害者に対し、医療の給付に係る一部負担金につ
いて助成金を支給します。

障害福祉課

障害関係手当給付
事業

・�重度心身障害者の経済的及び精神的な負担軽減を図るた
め、各種手当を支給します。

障害福祉課

障害者行動範囲拡
大事業

・�重度心身障害者が自ら又は重度心身障害者を送迎するため
に介護者が運転する自動車等の運行に伴う燃料費用の一部
を補助します。
・�重度心身障害者等に対し、タクシー利用料金の一部を補助
します。

障害福祉課
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事業名 事業概要 担当課

障害者支援事業 ・�障害者が施設や住み慣れた地域で安心して暮らすことがで
きるよう、自立支援給付費、障害児通所給付費等の各種サー
ビスを提供します。

障害福祉課

障害者施設運営管
理事業

・�障害者が共同で生活し、専任の世話人によって食事や日常
生活に必要なサービスが受けられる施設を設置している事
業者に対して、運営費を補助します。
・�医療的ケアが必要な在宅の重度心身障害者の家族に対しレ
スパイトケアを提供する事業者に対し、運営費を補助しま
す。
・�障害児通所支援事業所又は生活介護事業所を運営する者が、
在宅の医療的ケア児（者）を新たに受け入れるために行う
施設改修及び備品購入に要した費用について補助します。

障害福祉課

障害者自立支援医
療費給付事業

・�障害者の日常生活の便宜を図るため、障害の軽減や社会生
活の円滑化に効果のある医療を県が指定する医療機関で給
付します。

障害福祉課

障害者日常生活改
善事業

・�障害者等が障害に起因する生活のしづらさを改善する住宅
改修や軽度中等度の難聴児の補聴器購入及び修理等にかか
る費用の一部を補助します。

障害福祉課

心身障害児（者）
生活サポート補助
事業

・�障害者及びその家族の介護需要に応じて、移動、介護、一
時預かり等のサービスを提供する事業を行う団体へ補助金
を交付します。

障害福祉課

特別支援教育事業
（再掲）

・�共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築
のための特別支援教育の推進に向けて、早期支援のシステ
ム作り、児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた就学支
援・相談・指導・支援の充実、特別支援補助員及びインク
ルーシブ支援員の活用、他機関との連携、支援籍学習の推
進、教育研究所の機能の充実等に取り組みます。

学校教育課
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４-３	 不登校、ニート、ひきこもりのこども・若者への支援

■現状と課題

こども・若者が抱える困難や課題は、様々な要因が複合的に重なり合って、いじめ、不登校、

ひきこもりといった様々な形で表出するものであり、重層的なアプローチが必要です。

こども・若者意識調査の結果をみると、社会生活や日常生活を円滑に送ることができなかった

経験について、５割以上の人が「あった（ある）」と回答しています。また、半年以上外出して

いない、自室から出ない状態にある人は全体の1.8％となっています。

市では、ひきこもり等の相談や講演会を実施しているほか、いじめ・不登校対策として、教育

相談員や学校総合支援員を配置し、きめ細かな教育相談や不登校児童等への総合的な支援を行っ

ています。

今後も、関係機関・団体等と連携しながら、困難な状況にあるこども・若者に寄り添った相談

支援を行うとともに、SOSを発することができ、それを周囲が受け取り、必要な支援につなげ

られるような地域環境づくりに取り組んでいく必要があります。

■目指す姿

○様々な困難や課題を抱えるこども・若者やその家族が、多様な主体の連携のもと、寄り添っ

た支援を受けながら、自分らしく社会生活を営むことができている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

青少年相談支援事
業

・�ひきこもりなどの社会的自立の遅れと不適応にある青少年
に対し、ひきこもり等相談室や講演会等を実施します。

こども青少年課

地域若者サポート
ステーションとの
連携（再掲）

・�深谷若者サポートステーションと連携し、就労に悩みを抱
える15 ～ 49歳のかたを対象に、職業訓練、就労体験、
面接指導など、就職に向けた支援を実施します。

こども青少年課
商工振興課

就業支援事業 ・�高校生の就労支援・定住支援として、就職希望の高校３年
生を対象とした、合同企業説明会を行います。
・�深谷市ふるさとハローワークを埼玉労働局と共同運営し、
就職相談、職業紹介などを行います。
・�埼玉しごとサポートを埼玉県雇用労働課と共同運営し、就
職相談、職業紹介、セミナー、企業面接会などを行います。
・�内職を希望する方向けに、内職に関する相談及び求人情報
を提供します。

商工振興課
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事業名 事業概要 担当課

いじめ・不登校対
策事業

・�各中学校に教育相談員を配置し、きめ細やかな教育相談を
行うとともに、児童生徒、保護者、教員に適切な指導助言
を行うことで、不登校児童生徒の減少を図ります。
・�不登校児童生徒には、教育支援センター（いきいきスクー
ル・いきいきナイトスクール）、フリースペース「えがお」
への入所を働きかけるとともに、個別の指導・支援を充実
させ、学校への復帰も含んだ社会的自立を促す指導支援を
行います。
・�市内小中学校に学校総合支援員を配置し、不登校や児童虐
待、保護者対応など、学校が抱える問題の解決に向けての
アドバイスや児童生徒の安全指導、補習学習、校内教育支
援センター（アプローチルーム）での指導・支援等の総合
的な支援を行います。
・�学校内外の専門機関等で相談・支援等を受けていない小中
学生や保護者を学校総合支援員が不登校支援アドバイザー
とともにサポート・支援します。

学校教育課

教育研究所管理運
営事業（再掲）

・�教職員の研修会を充実させ、教師の指導力向上に努めます。
・�不登校支援アドバイザーと教育研究所専門員が不登校や発
達障害の児童生徒やその保護者に対して、教育相談等の支
援を行います。
・�不登校に係る様々な施策を統括する不登校支援アドバイ
ザーを配置し、学校内外の専門機関等で相談・支援等を受
けていない小中学生や保護者を学校総合支援員とともにサ
ポート・支援します。

学校教育課
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４-４	 ヤングケアラーへの支援

■現状と課題

本来、おとなが担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこども、い

わゆるヤングケアラーの問題は、個人の権利に重大な侵害が生じているにもかかわらず、本人や

家族に自覚がない場合もあり、顕在化しづらいと言われています。

市では、福祉に関する多様で複合的な問題についての総合相談を受け付けていますが、今後は、

福祉や介護、医療、教育等の関係者が情報共有・連携して、様々な場面や機会等を通じて早期発

見・把握し、必要な支援につなげていく必要があります。

■目指す姿

○ヤングケアラーやその家族が必要な支援を受けながら、家事や家族の世話の負担が軽減又

は解消され、こどもらしく、遊びや体験、交流などができている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

こども家庭セン
ターの運営（再掲）

・�母子保健と児童福祉に関する相談や支援を一体的に実施す
るため、こども家庭センターにおいて、全ての妊産婦や子
育て世帯、こどもに対して切れ目のない支援を実施します。

こども青少年課
保健センター

子育て世帯訪問支
援事業

・�訪問支援員が、家事・子育て等に対して不安・負担を抱え
た子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居
宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、
家事・子育て等の支援を実施します。

こども青少年課

福祉総合相談事業
（再掲）

・�福祉に関する多様で複合的な問題について、相談内容に応
じて必要な情報提供を行うとともに、担当窓口につなげる
支援を行い、その後も生活が安定するまでの継続的な見守
り支援を行います。

福祉政策課
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４-５	 児童虐待防止対策の強化と社会的養護施策の推進

■現状と課題

児童虐待は、こどもの心身に深い傷を残し、成長した後でも様々な生きづらさにつながり得る

ものであり、決して許されるものではありません。一方で、虐待に至った親自身も被虐待経験な

ど様々な困難が背景にある場合も多く、虐待防止には養育者への支援が不可欠です。

市では、母子保健事業等を通じて、保健師等の専門職による妊娠期からの切れ目のない支援を

行うとともに、令和６年４月に「こども家庭センター」を設置し、母子保健と児童福祉の一体的

な相談支援を実施しています。また、要保護児童対策地域協議会を運営し、児童虐待の防止及び

早期発見、適切な対応に努めています。

引き続き、個々の家庭に応じた切れ目のない支援による虐待予防と虐待の早期発見及び適切な

対応に取り組むとともに、社会的養護が必要なこども・若者や保護者に対し、関係機関等と連携

した施策を推進していく必要があります。

■目指す姿

○困難な状況におかれている妊産婦や保護者が地域社会の中で孤立せず、寄り添った支援を

受けながら適切な養育を行っている。

○虐待を受けているこどもが早期に把握され、必要な支援や社会的養護につながっている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

こども家庭セン
ターの運営（再掲）

・�母子保健と児童福祉に関する相談や支援を一体的に実施す
るため、こども家庭センターにおいて、全ての妊産婦や子
育て世帯、こどもに対して切れ目のない支援を実施します。

こども青少年課
保健センター

要保護児童対策地
域協議会

・�要保護児童対策地域協議会において、要保護児童や特定妊
婦に関して、早期の発見と適切な支援を図るために必要な
情報交換や支援内容について協議を行います。協議を通じ
て、関係機関の連携強化や役割分担の調整、情報共有をし、
要保護児童への支援体制を整えていきます。

こども青少年課

家庭児童相談事業
（再掲）

・�こどもの養育について不安や悩みの軽減を図るために、家
庭児童相談員が来所や電話および訪問等による相談に対し
適切な助言や指導などを行います。

こども青少年課

養育支援訪問事業
（再掲）

・�育児ストレスや子育てに対し不安や孤立感などを抱える家
庭や様々な原因で養育支援が必要な家庭を対象として、保
健師等の訪問により、具体的な養育に関する指導助言など
を実施し、養育上の諸問題の解決、軽減を図ります。

こども青少年課
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事業名 事業概要 担当課

乳幼児全戸訪問事
業（再掲）

・�生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し、子育て支援に
関する情報提供や養育環境等の把握を行います。
・�出生児の全数訪問を実施し、出産後早期に居宅において子
育てに対する相談を受け、必要な情報提供を行うとともに、
支援が必要な家庭に対しては適切なサービスにつなげま
す。

こども青少年課
保健センター

４歳、５歳児未就
園児家庭訪問事業
（再掲）

・�保健師等の専門職が４歳、５歳児の未就園児家庭を訪問し、
全ての子育て家庭に相談窓口がある環境を作ることで、子
育てで孤立することがないよう必要な支援につなげていき
ます。

こども青少年課

ふっかちゃん児童
自立支援事業（再
掲）

・�児童養護施設等措置解除後、就職や大学等の進学時に自立
を始める際、円滑かつ安定的な生活が開始できるよう支援
するため、就職や進学に際し要する費用の一部を支度金と
して給付します。

こども青少年課

児童入所施設措置
事業（再掲）

・�母子家庭等の自立支援を目指すため、配偶者のいない女性
とその監護すべきこどもを母子生活支援施設に入所させ保
護するとともに、生活を支援します。

こども青少年課

子育て世帯訪問支
援事業（再掲）

・�訪問支援員が、家事・子育て等に対して不安・負担を抱え
た子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居
宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、
家事・子育て等の支援を実施します。

こども青少年課

親子関係形成支援
事業

・�児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護
者及びその児童に対し、講義やグループワーク、ロールプ
レイ等を通じて、児童の心身の発達の状況等に応じた情報
の提供、相談及び助言を実施します。

こども青少年課

子どもの虐待防止
ホットライン

・�児童虐待の早期の発見と対応を図るため、虐待が疑われる
ケースを受け付ける専用の電話連絡先を設けます。

こども青少年課

ふ か や き ず な
LINEの 配信（再
掲）

・�深谷市LINE公式アカウントを活用し妊娠期、子育て期と
それぞれの時期に応じた情報を、LINEを通じて配信しま
す。
・�妊娠週数やこどもの月齢に合わせて情報発信し、子育て中
の不安感や孤立感の解消に努めます。

こども青少年課
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４-６	 犯罪、事故、災害からこどもを守る環境の整備

■現状と課題

こどもの生命を守り、犯罪被害や事故、災害からの安全を確保することは、すべてのこどもが

健全に育つための大前提であり、有害環境対策や防犯・交通安全対策、防災対策等を進めていく

必要があります。特に近年は、SNS等に起因する性犯罪被害が社会問題化しており、こどもが

安全に安心してインターネットを利用できる環境づくりやこども・若者の性犯罪・性暴力の防止

対策に力を入れていくことが重要です。

市では、関係団体等と連携しながら、犯罪や事故等の防止に向けた意識や知識の普及啓発、相

談等を行っているほか、犯罪や事故等が起きにくい環境づくりを推進しています。

引き続き、こども・若者が被害に遭わないための啓発活動や環境整備を推進するとともに、被

害にあったこども・若者やその家族が相談しやすい体制づくりを推進していく必要があります。

■目指す姿

○すべてのこども・若者が、防犯や事故防止、防災に関する知識を身に付け、自らの身を守

る行動を取ることができ、おとなに見守られながら、安全に安心して暮らしている。

○被害に遭ったこども・若者が相談でき、人権が守られながら寄り添った支援を受けている。

■主な事業

事業名 事業概要 担当課

防犯のまちづくり
支援事業

・�地域の関係機関と連携し、市民による自主的な防犯活動が
継続的かつ効果的に実施できるように地域防犯活動を支援
します。
・�こどもの安全を守るための「ふかや防犯協力店」の普及促
進、みまもり自動販売機の設置、青色防犯パトロール車に
よる地域防犯パトロールなどに取り組みます。

自治振興課

市民生活相談事業 ・�市民が抱える不安等に対し、年齢を問わず無料にて市民相
談や法律相談、行政相談を実施します。

自治振興課

更生保護活動事業 ・�犯罪や非行をした人の立ち直りを見守り、地域で支えてい
く取組を、保護司会及び更生保護女性会が行います。
・�保護司会、更生保護女性会、市の共催により「社会を明る
くする運動」として、更生保護への理解促進や犯罪予防の
ための啓発活動や講演会を実施します。

人権政策課

人権教育・啓発推
進事業（犯罪被害
者等支援に関する
こと）

・�犯罪被害者等への理解を促進するとともに支援を行いま
す。

人権政策課

誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
支
援
の
充
実
と
安
全
・
安
心
の
確
保

第３部　施策の展開

第
４
章

95



事業名 事業概要 担当課

男女共同参画推進
事業（DV相談に
関すること）

・�若年層の性暴力被害の予防やデートDV防止のための啓発
を行います。

人権政策課

青少年健全育成環
境づくり事業（再
掲）

・�青少年の健全育成を目的として活動する深谷市子どもサ
ポート市民会議の活動に対し補助金を交付します。
・�青少年育成埼玉県民会議から委嘱された青少年育成推進部
会の行う青少年育成活動を支援します。
・�地域ぐるみでパトロール活動を実施し、こどもの非行防止
を図っていきます。

こども青少年課

交通安全啓発事業
（再掲）

・�交通安全意識の高揚を図るため、各種団体等と連携し、交
通安全教室、講習会の開催や各季交通安全運動街頭キャン
ペーンなどを展開します。
・�交通指導員を委嘱し、通学路における立哨指導を行います。

道路管理課

交通安全施設整備
管理事業（再掲）

・�交通事故の発生防止や安全対策を図るため、区画線、道路
照明灯、道路反射鏡等の交通安全施設の設置や修繕を行い
ます。

道路管理課

ふっかちゃんヘル
メットサポート事
業

・�深谷市内の小学校に在籍する全ての児童を対象にヘルメッ
トの購入実費を補助することにより、こどもたちの大切な
命を守るとともに、交通安全対策の一層の推進を図ります。

学校教育課

立志と忠恕の安心
ふっかネット

・�小・中学校のインターネット使用のルール『立志と忠恕の
安心ふっかネット』の活用を通して、安全かつ効果的にイ
ンターネットを利用することのできるこどもたちの育成を
推進します。

学校教育課
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第５章	 ライフステージ別の事業

こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、支援していくため、

ライフステージごとの主な事業を整理しました。なお、それぞれのライフステージに特有の課題

に対応した事業を抽出しており、計画に掲げているすべての事業を記載するものではありません。

分野 主な事業名 掲載
ページ

こどもの誕生前から
幼児期まで 学童期・思春期 青年期

誕生前 乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期

妊
娠
・
出
産
・
健
康
づ
く
り
支
援

ハッピーエンゼル支援事業

妊産婦健康診査の助成

マタニティ教室

妊婦のための支援給付

出産育児一時金

低所得妊婦に対する初回産科受診料の助成

新生児聴覚スクリーニング検査費の助成

未熟児養育事業

乳幼児健康診査

発育発達相談

予防接種事業

妊婦等包括相談支援事業

こども家庭センターの運営

乳幼児全戸訪問事業

養育支援訪問事業

産後ケア事業

乳幼児相談

赤ちゃんサロン

小・中学校保健・安全教育推進事業

小・中学校給食事業

小・中学校教育活動推進事業

体力向上推進事業

質
の
高
い
教
育
・
保
育
の
確
保

私立保育施設整備費補助事業

私立保育施設運営事業（職員処遇改善費補助金）

公立保育施設運営事業

私立保育施設運営事業

保育士奨学金返済支援事業

一時預かり事業

延長保育事業

幼稚園保健・安全教育推進事業

幼稚園運営支援事業

国際化教育推進事業

学力向上推進事業

渋沢spirit in ふかやGIGAスクール推進事業

特別支援教育事業

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
別
の
事
業
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分野 主な事業名 掲載
ページ

こどもの誕生前から
幼児期まで 学童期・思春期 青年期

誕生前 乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期

質
の
高
い
教
育
・

保
育
の
確
保

学校人権教育推進事業

いじめ・不登校対策事業

教育研究所管理運営事業

家庭・地域・学校連携推進事業

子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
の
支
援

こども家庭センターの運営

地域子育て支援拠点事業・子育て支援センター運営事業

４歳、５歳児未就園児家庭訪問事業

子育て世帯訪問支援事業

家庭児童相談事業

こども誰でも通園制度

公立学童保育室運営事業

私立学童保育室運営事業

平日放課後子ども教室

こどもの居場所づくりに取組む団体への支援

小学生学習支援事業「がんばル～ム」

（仮称）こども館の建設・運営

青少年相談支援事業

青少年活動団体等補助事業

青少年健全育成環境づくり事業

就
学
・
進
学
・
就
労
・
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
支
援

小・中学校特別支援教育就学奨励事業

小・中学校要保護及び準要保護児童生徒就学援助事業

ふっかちゃん交通等遺児就学支度金給付事業

ふっかちゃん児童自立支援事業

奨学資金支給事業

大学等入学支援事業

中学生社会体験チャレンジ事業

高校生のための埼玉県北部地域合同企業説明会

就業支援事業

婚活応援事業

結婚新生活支援事業補助金

地域若者サポートステーションとの連携

深谷市ふるさとハローワーク、埼玉しごとサポートの共同運営

勤労者福祉向上支援事業

子
育
て
当
事
者
へ
の
支
援

０歳児子育て支援金支給事業

こども医療費支給事業

ひとり親家庭等医療費支給事業

児童扶養手当支給事業

保育料無償化

一時預かり事業

延長保育事業

子育て支援推進事業（ファミリー・サポート・センター事業）

子育て短期支援事業

病後児保育事業

家庭教育事業

家庭教育学級
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